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耳員

一品
，町泊

長
崎
河
晶
に
於
け
る
銅

A
刊
日
銀
白
支
那
輸
出
に
就
い
て

第
二
十
六
巻

J、
凹

主再

娘

J、
岡

長
崎
貿
易
に
於
げ
る
銅
及
び
銀
の
支
那
轍
出
に
就
い
て

矢

野

仁

〉

オ
ス
カ

1
・
ナ
ホ

寛
永
十
阿
年
糟
十
一
位
何
年
幕
府
が
銅
聡
出
禁
止
の
法
A

引
を
俊
布
す
る
に
至
ム
リ
し
こ
ご
は
、

ヅ
ド
が
其
の
著
十
七
位
紀
間
和
蘭
来
印
度
曾
枇
の
謝
日
本
関
係
に
於
て
、
グ
ア
レ
ン
テ
イ
V
(
J
f

引
用
し
て
遁
ぺ
て

居
る
所
で
あ
る
。
銅
は
日
本
に
於

τ金
よ
h
も
先
き
に
、
叉
銅
よ
り
も
先
き
に
輸
出
を
禁
性
ら
る
、
仁
至
っ
た
の

w
y

に
も
釧
の
輪
出
は
西
暦
一
六
三
七
年
以
来
禁
止
さ
れ
た
ご
云
ふ
こ
ど
が
越
ぺ

τあ
る
。

で
ゐ
品
。
ゲ
ム
プ
7
z

7
ホ
ツ
ド
は
西
暦
一
六
一
二
七
年
に
銅
の
輸
出
が
禁
止
さ
れ
た
の
は
、
締
助
貨
幣
の
銚
乏
を
補
救
す
る
矯
め
で
あ

っ
た
ら
し
い
様
に
考
へ
て
居
る
。
西
暦
一
六
三
七
年
じ
銅
の
輸
出
が
禁
止
さ
れ
た
ご
一
式
ふ
こ
さ
は
、
そ
れ
よ
り
以

前
の
時
代
に
於
て
銅
が
輪
出
さ
れ
て
居
た

t
云
ふ
-
』
ご

5
う
し
て
共
の
結
果
銅
の
快
之
が
戚
守
ら
る
、
に
杢
つ

た
こ
ご
の
詮
壌
で
は
ゐ
る
が
、
然
し
其
の
快
乏
が
戚
喰
ら
る
、
に
至
っ
た
の
は
、

正
徳
以
後
の
時
代
の
様
に
、
是

れ
が
外
周
に
職
出
き
る
、
持
め
、
「
図
々
の
銅
山
が
掘
b
議
さ
れ
」
、
「
闘
に
骨
が
な
く
な
る
」
隠
れ
が
ゐ
る
ご
一
式
ふ

綾
な
懸
念
か
ら
で
あ
る
か
正
云
ふ
に
、
私
は
?
フ
で
は
な
い
様
に
考
へ
る
。
却
っ
て
曽
川
日
本
に
於
て
は
猶
ほ
銅

一一」
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の
採
掘
高
が
少
か
っ
た
然
め
、
其

ω輪
出
に
依
っ
て
容
易
に
市
場
に
流
通
せ
る
銅
の
倹
乏
が
戚
守
ら
れ
た
に
過
ぎ

な
い
燥
に
考
へ
る
o

助
の
後
寛
文
人
年
に
も
銅
の
輸
出
は
禁
守
ら
れ
た

ωで
あ
る
が
、
ぞ
れ
す
ら
繁
年
に
は
禁
を

解
か
れ
た
の
で
め
る
。

¥ 

寛
永
十
四
年
日
本
に
於
て
最
初
に
銅
の
輸
出
が
禁
守

ιる
、
に
至
り
し
時
よ
り
以
前
に
於

τ、
如
何
税
の
銅
は

し

τ居
品
。

海
外
に
聡
山
き
れ
た
か
。
此
の
時
代
和
蘭
に
輸
出
さ
れ

L
梓
銅
に
就
い
て
、

ナ
ホ
ツ
ド
は
次
ぎ
の
如
、
a数
を
表
示

E耳
脳
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論

議

長
崎
児
易
に
於
け
る
銅
R
A
刊
日
銀
自
主
那
抽
出
に
就
い
て

第
二
十
六
巻

" プミ

主主

税

λ
六

ハ'"、，、
一

七六五四
年年年年
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崇十銭十崇ート長 1-
腕岡一蹴ー醐
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年年年年年年年年

(
四
λ
λ

、
六
三
回
}

同

問
、
λ
λ

大・=一回

八・三

(λ
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)

同

五
、
七
九
0
・六九

(豆七九、
O
六
九
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λ
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九・五
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λ‘ 
五

九
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同

(六九
λ
、
入
国
七
)

ハ、九
λ
八
・
四
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九
-
E

O 

ブL
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0
0
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官
時
支
那
に
輸
出
ヨ
れ
し
銅
は
如
何
程
で
め
っ
た
か
、
数
の
徴
す
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
明

ω時
代
に
於
て
日

本
的
支
那
波
航
舶
が
銅
を
積
載
し
た
噂
」
正
は
、

日
本
側

ω史
料
で
は
尋
傘
借
正
の
大
乗
院
日
記
目
録
、
大
乗
院
寺

枇
雑
事
記
、
天
興
情
啓

ω戊
子
入
明
記
、
尤
山
政
入
山
崎
記
、
支
那
側
の
史
料
で
は
品
開
波
緋
の
械
部
士
山
稿
な
Y
一
に
依
つ

て
知
る
こ
古
が
出
来
る
。

統
文
献
通
考
に
、
明
ん
山
高
暦
四
年
限
踏

f
h六
伸
一
一
月
的
雲
市
巡
按
郭
起
一
精
の
上
奏
文
が
早
え
て
居
る
が
、
そ

れ
に
雲
市
に
は
制
が
産
す
る
の
に
、
そ
れ
で
鋳
銭
を
行
は
守
し
て
、
却
っ
て
重
債
を
出

L
て
遠
〈
海
に
購
ふ
さ
云

ふ
一
』
ご
は
、
説
れ
が
利
、
執
れ
が
害
で
ゐ
る
か
ご
云
ふ
こ
正
は
問
ふ
ま
で
も
な
い
こ
ご
で
ゐ
る
ご
越
吋
て
ゐ
る
。

賞
時
日
本
の
支
那
波
航
舶
が
銅
を
積
載
し
て
支
那
に
渡
っ
た
の
み
な
ら
字
、
支
那
の
商
般
も
亦
日
本
の
鋼
を
買
入

品
、
活
め
日
本
に
渡
航
す
る
も
の
あ
り
し
は
明
か
で
ゐ
る
。
郭
廷
梧

ω上
奏

ω結
果
、

一
時
雲
市
に
於
て
鋳
銭
局

叩
尚
一
暦
入
年
限
暦

fMO牌
に
な
っ
て
、

主

回

切

迫

も

さ

げ

、

t
H
U
V
み

μ
ル
咽
中
f
A
M

雲
市
で
は
銭
を
用
ゐ
な
い
か
ら
銭
迭
の
必
要
が
な
い
己

一
五
ふ
の
E
閉
鎖
さ
れ
、
雲
市
現
存
の
銭
は
貴
州
に
搬
運
苫
る
、
に
至
っ
た
。
雲
南
の
鋳
銭
局
は
雲
市
で
銭
を
周
ゐ

‘ d f..'.J 



な
い
ご
一
疋
ム
瑚
由
で
閉
鎖
さ
れ
た
ご
し
て
も
、
他
の
諸
省
に
於
て
は
銭
を
用
ゐ
て
層
た
答
で
、
現
に
雲
市
に
ゐ
つ

た
鋭
を
員
州
に
搬
濯
し
た
正
一
疋
ふ
守
』
己
で
も
、
中
且
州
で
鋭
を
周
ゐ

τ居
た
こ
己
は
分
か
る
。
銅
全
産
す
る
雲
南
町
じ

す
ら
、
高
暦
四
年
ま
で
は
重
別
闘
を
出
し
て
態

t
遠
路
日
本
銅
を
購
っ
て
居
た
の
で
あ
る
。
鋼
を
産
せ
ゴ
る
他

ω諸

省
に
於
て
重
債
守
山

ιτ
日
本
舗
を
腕
ふ
絡
め
に
日
本
に
渡
航
す
る
も
り
あ
h
L
e
ミ
」
は
想
像
品
れ
る

J

ナ
ホ
ッ
ド
は
、

日
本
に
於

τ西
暦
一
六
三
七
年
に
銅
輪
出
禁
止
的
法
令
が
俊
布
せ
ら
れ
し
こ
ご
に
就
い
w

て
.
営

時
和
蘭

ω輸
出
は
圭
ご
し
て
銀
よ
b
成
り
、
共
の
利
盆
断
る
多
〈
、
そ
れ
に
支
那

ω貨
物
を
町
民
入
る
、
銭
的
銀
は

非
常
に
必
要
な
b
し
も
、
銅
は
猶
ほ
求
に
和
蘭
人
仁
劃
し
て
首
大
な
る
役
削
を
出
す
る
に
至
ら
g
b
し
故
、

1)通

コ

云
ム
法
令
が
後
布
さ
れ
た
か
ら
己
言
っ
て
、
和
問
嗣
人
は
そ
れ
税
的
影
響
を
戚
じ
な
か
っ
た
ご
言
ひ
、
西
日
脚
一
六
四

六

年

炉
J
V
恥
一
一
一
枠
三
月
十
三
一
日
和
蘭
人
に
封
し
銅
輸
出
禁
止
が
解
が
れ
た
時
で
も
、

銅
が
和
蘭
り
輸
出
貿
易
に
於

て
重
大
な
る
役
目
を
問
山
中
る
に
至
h
し
は
揃
〈
此
よ
h
J
後
山
り
-
』
ご
が
ゐ
る
か
ら
・
制
輪
出
禁
止
が
解
か
れ
た
ご
言

っ
て
和
蘭
人
に
取
っ
て
た
V
し
た
-
』
己
で
は
な
か
っ
た
£
遮
イ
て
居
る
。

私
は
寛
永
十
四
年
以
前
に
於
て
支
那
人
に
依
っ
て
輸
出
さ
れ
し
銅
は
相
蛍
り
高
仁
上
っ
た
で
は
な
い
か
正
考
へ

る
o

そ
れ
は
克
氷
十
四
年
的
銅
輸
出
禁
止
的
重
要
な
原
闘
で
な
か
っ
た
ご

L
て
色
、
多
少
の
原
因
を
結
局
し
て
居
ら

な
か
っ
た
で
め
ら
う
か
。
私
は
寛
永
十
四
年
の
銅
輸
出
禁
止
は
和
蘭
人
に
格
別
の
影
響
が
な
か
っ
た
ご
し
て
も
、

支
那
人
に
は
相
常
の
影
響
は
あ
っ
た
で
は
な
い
か
ご
考
へ
る
。

論

量豊

長
崎
賞
品
に
於
け
る
銅
及
び
銀
由
主
醐
輸
出
に
就
い
て

第
=
十
六
巷

J、
七

飾

品E

J、
七

場も， ' 



員曲

議

ノ、
F、

長
崎
氏
易
に
於
け
る
銅
及
び
叫
白
支
那
輸
出
に
就
い
て

第
二
十
六
谷

λ
λ
 

裁
に
一
つ
不
思
議
な
こ
己
は
、
寛
政
二
年
議
州
銅
山
師
泉
屋
吉
弐
郎
由
緒
書
に
、

1f~ 

披

「
寛
永
十
五
戊
回
日
目
、
年
、

1'L 
先

組
官
左
衛
門
御
賞
地
b
A
壇
上
、
異
国
人
白
銅
直
資
之
儀
御
訴
訟
申
上
候
耐
岡
、
於
御
評
定
所
、
松
苧
伊
豆
守
様
、
阿

部
陸
後
守
成
御
山
座
に
て
‘

如
先
例
異
風
人
b
銅
賞
波
候
儀
御
赦
免
被
成
下
、
共
後
相
続
銅
貨
渡
来
候
事
」
・
宣
言

っ
て
あ
る
こ
ご
で
あ
る
。
釧
輪
出
禁
止
A
T
ω

惣
年
寛
永
十
五
年
に
住
友
吉
左
衛
門
が
外
岡
人
仁
銅
を
庇
資
す
る
唱
』

z
e
g
許
3
れ
た
ご
一
五
ふ
」
己
は
、
如
何
に
解
料
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。
戒
は
覚
氷
十
四
年
の
銅
禁
止
は
支
那

な
E
に
謝
し
て
行
は
れ
な
か
っ
た
設
操
己
な
る
も
の
か
も
知
れ
ぬ
。

正
保
三
年
…
関
心
川
崎
一
一
員
一
銅
輸
出

ω畿
が
鮮
か
れ
た
こ
ご
は
、

又
ナ
語、

ツ

グ
ア'

L〆

ン

タ

イ
ユ/

を
弓l
m 
L 
J 
」

述
べ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。

何
故
に
此
的
年
に
銅
輸
出

ω禁
は
解
か
る
、
に
至
っ
た
か
。

私
は
-
」
れ
に
就
い
て
、

支
那
の
順
治
二
年
一
胤
戸
町
市
一
六
に
ら
か
ら
康
一
服
三
十
人
年
町

h
一川
L
r
紳
士
で
北
京
の
鋳

銭
口
周
一
掃
蹴
…
協
に
於

τ銅
縫
い
鱗
誌
に
用
ゐ
と
抑
制
は
二
百
二
十
四
高
六
千
六
七
百
斤
で
、
江
蘇
、
江
一
曲
、
安
徽
、

融
制
江
等
に
あ
る
六
仰
所
山
一
枕
闘
で
、
各
監
督
は
臨
時
前
人
を
招
い
で
、

日
本
に
赴
き
そ
れ
に
り
の
銅
を
購
は
し
め

τ居
化
事
費
を
同
顧
す
る
こ

F
f禁
守
る
を
得
な
い
。
此
等
の
支
那
商
人
が
日
本
に
於
て
銅
を
買
入
る
、
活
め

ω

銀
は
各
税
闘
の
枕
銀
内
で
支
融
刑
さ
れ
た
の
で
あ
る
o

蛍
時
洋
銀
郎
も
日
本
制

4
M
A

」
採
貸
す
る
ご
共
に
雲
市
か
ら
も
銅

を
採
買
[
た
ご
一
両
ふ
設
際
主
的
耕
平
も
あ
る
が
、

官
時
雲
市
の
銅
は
猶
ほ
産
刷
す
る
に
至
巴
な
か
っ
た
か
ら
.
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主
と
し
て
洋
鍋
郎
も
日
本
側
を
採
買
し
た
-
」
ご
は
明
か
で
あ
る
。

正
保
四
年
郎
も
順
治
四
年
ま
で
は
幾
般
の
支
那

貿
易
紛
が
長
崎
に
鵡
ゆ
た
か
、

日
本
の
記
録
で
は
明
か
で
な
い
が
、
順
治
二
年
削
も
正
保
二
年
か
ら
支
那
に
於
て
阪

に
洋
銅
卸
も
日
本
川
酬
を
採
耕
L
て
居
る
こ
ご
は
支
那
の
正
確
な
る
削
録
に
見
は
れ
て
居
る
。
洋
銅
は
日
本
側
の
意

味
で
あ
る
こ
ご
は
、
皇
制
明
文
献
論
考
に
「
洋
銅
を
採
買
す
る
仁
例
ご
し
て
東
洋
日
本
仁
往
〈
、
康
胤
二
十
二
年
(
天

に
海
聞
は
設
立
さ
れ
た
が
、

是
時
に
は
洋
銅
は
己
に
支
那
内
地
に
流
通
し
て
居
た
」

和
三
年
)

J

」
云
ふ
記
事
が
見

え
て
居
る
に
て
知
る
こ
ご
が
出
来
る
。

正
保
三
年
郎
も
順
治
三
年
に
日
本
に
於
て
銅
輪
出
の
禁
が
解
か
れ
た
こ
ご
は
、
支
那
に
於
て
順
治
二
年
か
ら
日

本
銅
を
採
軸
附
す
る
こ
ご
に
な
っ
た
↓
品
質
ご
何
等
か
の
聞
係
が
あ
る
の
で
な
か
ら
う
か
。

寛
文
八
年
明
快
よ
入
仲
幕
府
が
支
那
人
和
蘭
人
に
封
L
特
殊
貨
物
の
輸
入
を
禁
す
る
に
至
h
し
時
、

ま
た
特

殊
貨
物
の
輪
出
を
禁
じ
た

ωで
ゐ
る
が
、
此

ω時
仁
銅
も
銀
ご
同
様
品
仙
の
輸
出
禁
制
品
中
に
加
へ
ら
れ
た
。

長
崎
古
今
集
箆
に
引
用
せ
る
長
崎
鑑
の

同
込
は
伽
訴
訟
中
止

宮
前
々
之
拍
御
免

u
g此
二
色
は
船
中
に
て

、
目
提
出
候
分
は
不
古
由

志雄
物

綿

;jji 
~iIl 

府L

*n 

繰
綿

吉
一
再
ふ
記
事
は
此
の
年
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
明
か
で
、
号
れ
に
は
山
酬
が
暴
げ
て
あ
る
o

辺
航
一
覧
に
引
用
せ
る
命
保
留
、
大
成
A
T
.

憲
品
刷
新
附
典
な

H

と
に
、

長
崎
河
島
に
於
け
る
制

A
世
銀
由
支
部
輸
山
K
就
い
て

論

E世

部
ニ
十
六
巻

/に

ブL

封f，

Z胆

J、
ゴι

皐明文献週考巻十ヒ

長崎古今集飽怪 iこい見凶ι御停止物立三'Jr
泊腕一見書百 I叶 A 班、図書刈H官平ニ白六十λn
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b市

ぺ白h

)f..t:. 

九
O 

長
崎
ヰ
易
に
於
け
る
調
及
刊
日
銀
の
支
那
輸
出
に
就
い
て

第
二
十
六
巻

プL

O 

第

抗

寛
文
A
M
P
-
コ
月
八
日

但
、
此
ニ
色
役
船
中
の
た
め
、

少
し
づ
L

持
郎
候
封
不
官
候

イ
刷
之
分
、
常
年
よ
り
民
間
臼

μ

小
川
山
地
域
に
、
合
致
可
被
中
村
位
、
円
正
V
A
H
川
崎
奉
行
人
何
日
描
右
衛
門
位
、
制
者
巾
治
之
吉
村
を
は
被
仰
政
供

一
間
細
木
耐
純
物
制

↓
民
訓
く
り
叫

一
路
之
瓢

醤
jlll 

一
腕
布
一
染
物
之
釦

一
般
開
銅
之
町
制

右
之
油
、
松
平
品
三
郎
阿
繭
陀
組
問

h
巾
鵠
之

ご
見
え
て
居
る
。
銅
は
和
蘭
ば
か

h
で
な
〈
、
支
那
に
甥

L
て
も
、
同
様
に
回
調
岡
正
し
て
「
不
被
遺
徒
」
に
「
仰
波
」

き
れ
た

-
1己
は
切
か
で
あ
る
。

通
航
一
路

ω貨
物
資
質
停
止

ω僚
に
引
用
せ
る
延
W
A
長
崎
記
、
長
崎
記
、
長
崎
鐙
書
に
、
此
り
時
の
聡
出
禁
制

町

口
聞
を
列
邸
中

L
て
あ
る
が
、
不
思
議
に
銅
は
見
え
な
い
。
然
l
其
の
歳
額
脚
隻
井
金
銭
銅
銭
り
僚
に
引
則
せ
る
長
崎

皿
賀
市
に
、

活
文
八
成
中
年
、

N
闘
臼
制
波
艇
儲
削
停
止
之
筒
、
被
仙
川
供
山
晶
、
古
銭
は
前
々
之
姐
誕
波
艇
様
に
、
叫
書
利
被
仰
肱
供
、
持
泊
三
年
よ
り
貞
享
元

年
起
二
十
五
年
之
川
、
出
入
阿
胸
人
と
も
民
政
、
笠
主
ー
↓
詩
よ
り
跳
不
申
供

吉
見
え
、
叉
問
書
に
引
用
せ
る
一
談
海
集
、
玉
露
議
、
高
天
日
銀
に
、

立
文
入
年
五
月
七
日
に
、
円
L
E坤
出
さ
る
る
呉
国
へ
銅
拡
の
義
、
常
年
ば
恥
り
こ
れ
を
つ
か
わ
す
べ
き
も
由
な
り

ご
見
え
1
居
る
o

叉
宛
政
二
年

ω致
州
銅
山
師
泉
屋
古
次
郎
由
絡
す
H

に
も

賀
丈
八
戊
巾
年
三
月
号
異
閑
人
民
諸
問
貨
物
御
仔
止
被
抑
制
其
陥
も
制
一
同
賞
之
儀
位
、
御
代
家
業
4
儲
に
御
座
航
故
、
先
印
刷
士
口
走
制
門
出
府
仕
、

四
月
廿
二
日
仰
評
山
町
厄
京
臨
上
帆
珂
、
五
月
六
日
協
同
山
拙
仰
佐
似
は
、
投
ケ
川
政
向
日
も
可
什
仙
酬
と
被
位
門
山

H
上
、
御
停
止
被
お
仰
刊
候
得

共
、
制
之
義
は
、
世
代
削
息
向
資
動
車
快
伽
趣
を
以
、
悲
家
制
批
兎
供
、
共
怖
新
規
h
d
a
以
、
一
人
に
で
も
銅
肉
質
以
立
候
儲
監
un
間
取
旨
、
大
尉

趨航 路舎甘万:-1ヨ王、岡古刊行官本::::'Ef:;.'、十七買、ニ百J、十λ頁

泊航ー質管百玩十八、図書刊行官事三百凹頁

掴航一見極百五+λ、図書罪l行官本三百λ頁
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町
御
奉
行
石
丸
石
且
守
様
、
長
崎
御
奉
行
桔
平
甚
三
郎
様
但
も
被
偲
仰
組
候
事

ご
見
え
て
居
る
。

訴
訟慌
に又;
事f ノL
L 年

「 EKE1
alQ 時三
ケプc

flJl七?

話料ー
雪量
可官
イ1: 謀

略主
義謹

3F 
E哲

重
御
泊要

τ伊
懇年
一泊

仰工
イ骨 子:
1~ ぶ』
得 25
;11;¥ 

阪

{主
之主

左
衛
r~ 
U) 

銅
之
義
は
.

数
代
無

怠
商
資
動
来
候
御
越
を
以
」
げ
し
御
赦
見
守
伊
』
装
っ
て
居
る
の
で
ゐ
る
。
長
崎
鑑
に
、
銅
じ
就
い
て
「
御
訴
訟
申
上
前

々
之
通
御
苑
」
正
副
記
し
て
あ
る

ωは
か
う

L
た
課
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
o
ケ
ム
プ
フ
エ
ル
は
画
廊
一
六
四
一
年

附

hvhruw
後

ω戎
る
年
に
和
一
腕
人
は
、
同
一
六
一
二
七
年
以
来
輪
出
各
市
静
ら
れ
た
銅
を
交
易
・
し
、
叉
之
に
依

っ
て
和
闘
の
聡
入
貨
物
の
支
梯
の
一
部
を
受
け
た
き
こ
ご
を
請
願

L
、
幕
府

ω嘉
許
を
蒙
っ
た
こ
之
を
通
て
然

L
其
の
代
り
に
賂
来
録
の
輸
出
を
柏
市
喰
ら
る
る
に
至
っ
た
ご
言
っ
て
居
る
。
銀
の
輸
出
が
禁
世
ら
れ
し
は
寛
文
八

年
(
西
暦
一
六
六
八
年
)
で
、
銅
輸
出
の
禁
が
解
か
れ
た
の
は
・
正
保
三
年
(
西
暦
一
六
四
六
年
)
で
あ
る
が
、
寛
文

入
年
に
も
銅
山
炉
銀
ピ
共
に
輸
出
を
禁
喧
ら
れ

L
-
」
ご
ゐ
h
、
僅
か
仁
一
時
じ
し
て
鍋

ω輸
出
だ
け
は
議
を
解
炉
れ

た
の
で
あ
る
か
ら
、

ゲ
ム
プ
ア
エ
ル
が
和
蘭
人
の
請
願
が
嘉
許
さ
れ
た
ご
言
っ
て
居
る

ω
は、

E
保
三
年

ω時
の

こ
ご
で
な
〈
、
寛
文
人
年
の
時

ω
ニ
芭
で
あ
る
か
ち
知
れ
向
。
正
保
三
年
印
ち
西
暦
一
六
四
六
年
に
は
銅
は
末
に

和
禁
闘
が
是
非
輸
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
程
重
要
な
貨
物
に
な
っ
て
居
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
反
し
て
銀
の
輪
出
が

禁
世
ら
れ
し
西
暦
一
六
六
八
年
頃
に
は
和
蘭
人
は
日
本
の
銅
を
輸
出
し
て
九
十
プ
ロ
セ
Y

ト
か
ら
九
十
五
プ
ロ
セ

諭

長
崎
河
易
に
於
け
る
銅

A
び
銀
白
支
那
輸
出
に
就
い
て

ブL

第
一
一
十
六
番

議

九

t再

抗

. .. ~ ， ，，' 



品向

"'争~，司ζ

長
崎
氏
晶
に
於
け
る
銅
及
び
鉱
山
主
那
附
山
に
就
い
て

第
一
一
サ
穴
谷

ff， 

~Æ 

ブL

ブL

ン
ト
ま
で
の
豆
利
を
得
っ
、
あ
っ
た
。
そ
れ
に
蛍
時
銀
は
僅
か
に
問
プ
ロ
セ
シ
ト
税
め
利
盆
，
I
あ
る
に
過
ヴ
な
か

っ
た
か
ら
、
和
閑
人
は
銀
の
輪
出
が
禁
ぜ
ら
れ

τも
銅

ω一
輸
出
が
許
古
る
れ
ば
よ
い

Z
言
っ
て
、
喜
ん
で
此
の
幕

府

ω命
令
に
服
従

L
た
Z
云
ム
ヨ
」
ご
で
ゐ
る
o

き
う
す
る
ご
、
克
丈
八
年
に
釧
輸
出
の
禁
が
解
か
れ
た

ωは
、
住
友
吉
友
衛
門
等
銅
商
人
の
訴
誤
ば
か
り
で
な

〈
.
和
尚
人
的
一
訴
訟
の
終
的
で
も
あ
う
北
」
己
仁
な
る

ω
で
あ
る
0

・
ザ
ホ
ツ
川
仁
西
肘
一
六
六
人
年

ω輸
出
禁
止

は
銅
に
も
及
ん
ど
が
、

阪
に
其

ω脅
年
に
於
て
そ
れ
が
解
除
3
れ、

銅
に
劃
し
て
は
、

質
際
に
銅
輸
出
は
中
断
苫

れ
A
V

に
継
続
し
、
此

ω
西
暦
一
六
六
八
年
に
も
和
蘭
人
は
九
十
高
斤
(
九
千
ピ
コ
と
を
積
出
す
こ
古
が
出
来
た
ど

言
っ
て
ゐ
る
。

和
嗣
人

ω銅
山
脈
山
川
高
は
西
暦
一
六
五
六
年
刷
物
一
一
一
W
か
ら
急
激
に
増
加
し
、

ぞ
れ
ま
で
は
三
十
高
斤

(
三
千
ピ

か
ら
四
十
伶
高
斤
(
四
千
伶

r
コ
声
)
に
止
ま
っ
た
が
.

此
の
年
約
九
十
部
斤
(
九
千
ピ
ヨ
ル
)
ご
な
り
、

笠
間
一
府
一
六
五
七
年
川
町
十
一
昨
に
は
百
四
卜
俄
尚
一
介
(
一
両
四
千
俄
ピ
ヱ
)
ご
な
え
其
の
後
三
年
は
百
二
十

両
勝
一
六
六
一
品
内
仁
川
刊
に
は
百
五
十
喜
斤
・

伶
高
斤
、

八
十
俄
高
斤
.
百
十
伶
高
斤
で
、

関
心
肺
に
は
百
八
十
六
高
斤
、
其
の
珊
手
年
は
百
五
十
倫
品
斤
、

同
一
六
六
二
年

同
一
六
六
四
年
…
配
当
サ
し
は
二
百
四
十
品
川
高
斤
じ

同
一
六
六
六
年
間
…
日
怖
の
約
百
二
十
六
両
斤
を
除
け
ば
、

北
(
山
り
後
五
年
間
以
、

法
l
、

多
い
年
で
九
十
六
市
内
斤
、

同
工
ハ
七

O
年
限
誌
に
至
っ
て
二
百
-
一
十
六
両
除
斤
ご
な

h
、

少
い
年
は
四
十
高
斤
で
.

共
の
後
は
少
い
年
で

]2) Engelhel't Kacmpfel'，品川，Jl・ p，233 

1:1) Oskar Nachoc1， ibid， s. 358 
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臨
時
ド
伸
同
一
六
人
二
年
限
丸
一

ι一
一
枠
に
は
各
I
二
百
五
十
高
斤
ご
云

ふ
レ
ヨ

l
v
を
一
市
す
に
至
っ
た
。
此
ゆ
レ
ヲ

l
y
は
同
一
六
九
八
年
阿
川
一
戸
「
仲
の
約
二
百
九
十
四
高
斤
ご
云
ふ

も
百
高
斤
を
下
ら
す
、
同
一
六
人

O
年、

最
高
レ
コ
ー
ド
内
外
に
は
超
加
さ
れ
し
-
』
ご
は
な
い
。
概
御
す
る
と
西
暦
一
六
七

O
年
前
後
か
ら
増
加

ω趨
勢
に

こ
れ
は
活
文
八
年
畑
山
崎
町
一
…
人
件

な
っ
て
居
る
。

の
銀
総
山
禁
止
、

同
十
一
一
年
剛
山
一
h
J
一一紳

ω和
闘
に
謝
す
る

銀
輸
出
禁
止
確
定
に
附
係
が
ゐ
る
-
」
ご
は
想
像
さ
れ
る
。

ミ
ユ
ン
ス
一
プ
戸
ペ
ケ
ヒ
仁
銅
は
西
暦
一
六
七
二
年
銀
総
山
禁
止
後
金
ピ
共
に
最
も
重
要
な
輸
出
品
で
あ
h
、
殊

に
西
一
戸
六
九
六
年
脳
出
一
l
h
W
貨
幣
の
改
鋳
品
質
低
下
の
結
果
、
金
貨
の
商
資
は
不
可
能
ど
な
っ
た
幼
時
、
倒

は
決
選
的
交
換
貨
ご
な
h
ノ
、
輸
入
は
鋼
に
調

ιて
交
換
す
る
一
」
ご
を
得
る
に
り
の
高
に
限
定
3
る
、
-
」
ご
、
な
っ

た
ご
遇
。
へ

τあ
る
o四

賞
時
支
那
納
に
依
っ
て
輸
出
さ
れ
し
銅
の
分
量
は
如
何
程
で
ゐ
っ
た
が
は
分
か
ら
ぬ
が
、
前
述

ω如
く
、
正
保

二
年
側
目
崎
山
一

J
五
枠
か
ら
一
冗
鵡
十
二
年
明
山
一
一
一
一
一
ぺ
詰
ま
で
、
支
那
商
人
は
毎
年
二
百
二
十
四
市
内
六
千
六
百
斤

ω

銅
を
採
排
す
る
匁
め
日
本
仁
来
航
し
た
ャ
』

Z
Jは
支
那
の
記
録
に
見
え
て
居
る
り
で
あ
る
o
寛
文
八
年
…
川
一
昨
ト
よ
λ

枠

銀
の
輪
山
が
禁
色
ら
れ
て
か
ら
・
倒
的
輸
出
が
増
加
し
た
こ

E
も
和
蘭
り
例
に
依
っ
て
怨
像
苫
れ
る
o

究
文
十
二
年
耀
汁
一
村
七
一
一
一
枠
は
市
法
貨
物
商
資
訟
の
始
ま
っ
た
年
で
、
支
那
に
謝
'
し
て
は
和
一
闘
に
反
し

τ銀
ω

高首

誰

長
崎
持
品
に
於
付
る
銅
瓦
H
u
盤
的
支
那
輸
出
に
就
い
て

都
ニ
十
大
巷

1， 

m 
輩記

1L 

O::.car J¥..Hinsterberg， Japan5 au臥 vartigerHandel von r54.! !Jjs 1853， s. 
280. 
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品
川』

#生

長
崎
武
易
に
於
け
る
銅

K
V
鋲
白
支
那
輸
出
に
就
い
て

弟
二
十
六
を

iL 
~g 

tt; 

蹴

iι 
lllI 

総
山
は
許
苫
れ
た
の
で
ゐ
る
が
、

そ
れ
だ
け
金
内
総
出
は
な
く
な
b
、
か
た
が
た
銅
の
輸
出
は
多
く
な
っ
た
慌
で

あ
る
。崎

|場
若干
談，百》

杭
入
札
尚
氏
町
内
描
又
金
組
長
〈
州
椛
不
中
候
肢
に
と
度
々
老
中
於
列
臨
紋
仰
説
候
刊
、
北
趣
を
以
品
々
巾
付
候
盛
、
市
人
共
釧
を
軒
ミ
航
て
口
調

僻
故
、
年
々
に
銅
品
名
一

4
川
波
L
掠
り
、
去
に
肱
ビ
金
似
の
政
品
辿

L
車
り
供
、
保
れ
ど
も
銅
に
て
尚
山
耳
打
松
正
巾
誌
に
て
は
知
之

山
民
税
上
、
其
叫
に
て
出
入
勝
手
次
第
銅
を
口
県
切
航
左
中
筋
に
て
制
刷
協
候
事

保
子
に
て
耐

吉
見
え

τ居
る
。

嘗
時
制
の
相
場
は
日
本
に
於
て
如
何
税
で
あ
っ
た
か
。
ナ
ホ
ツ
ド

ω表
に
操
る
ご
、
柿
銅
百
斤

ω庇
段
は
西
日
胎

州
知
14
一
一
昨
笠
一
六
五
七
年
刷
物
広
百
十
四
血
清
、
同
一
六
六
一
年
間
仁
川
仲
百
十
人
匁
、

同
二
ハ
六
四
年
一
位
認
百
二
十
三
匁
、
同
一
六
六
五
年
一
間
一
昨
百
二
十
四
匁
、

一
ム
ハ
五
六
年
、

翌
一
六

六
二
年
時
一
存
百
十
九
白
畑
、

六
七

O
年
明
日
け
昨
百
二
十
七
匁
、
北

(ω
後一

I
F
Z
4
 

七
六
年
…
山
内

Hh仲
か
ら
一
干
数
年
間
百
十
九
匁
か
ら
百
十
八
匁
五
分
ま
で

ω
閃
を
維
持
t
し、

限
切
一
戸
一
一
「
山
一
一
白
一
干
三
必
六
一
分
で
ゐ
っ
た
。
こ
れ
は
和
一
闘
人
り
買
庇
段
で
あ
っ
た
司
」
芭
は
明
か
で
あ
る
。

ル
ペ
は
何
年

ωこ
芝
、
も
言
つ
て
な
い
が
、
精
練
苫
れ
た
銅
h
f
百
斤
百
二
十
日
乃
至
百
二
十
五
匁
よ

河川

岡
一
六
七
五
年
脱
抑
一
払

ま
で
百
二
十
日
台
を
維
持

L
、
同

ノ、

西
一
階
一
七

O
C
年

ケ
ム
.
ア
フ
L

ム
リ
下
碇
に
買
っ
て
は
な
ら
尚
己
云
ム
バ
タ
グ
ヰ
ア
政
府
的
命
令
が
ゐ
っ
た
こ
ご
を
遁
べ
、
こ
れ
は
精
練
尚

ω
機
嫌

崎陽昨談第二、 雨母船底船阿l抽陀船商質事山より段々iJl:り車候大時之事

組自主一斑巷百五十ヒ、岡書刈行宙本二百九十二頁
Engeluert Kaempfer. ibid. 11， p. 239 
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ト
を
よ
〈

L
て
置
き
、
品
肝
b
些
細
な
利
盆
を
奥
へ

τ彼
等
を

L
て
失
望
せ

L
む
る
に
至
ち
し
め
じ
ご
の
考
慮
に
出
で

た
も

ω
で
あ
る
ご
言
つ

τ居
る
。
和
蘭
は
銅
を
百
斤
百
二
十
五
匁
で
買
っ
た
ご
こ
ろ
で
非
常
な
利
徒
が
ゐ
っ
た
の

で
あ
る
G

西
暦
一
六
四

O
年
(
寛
永
十
七
年
)
に
銀
の
利
錠
は
四
プ
ロ
セ
ン
ト
で
あ
う
た
に
反
L
、
同
一
六
四
七
年

(
正
保
四
年
)
の
銅

ω利
盆
は
九
十
プ
ロ
セ
ン
ト
で
ゐ
っ
た
。
ぞ
れ
に
も
拘
は
ら
宇
ナ
ホ
ッ
ド
の
前
掲
の
表
に
操
る

ご
.
出
島
の
和
一
協
商
人
は
百
斤
百
十
八
九
匁
で
買
っ
て
居
る
こ
ご
も
φ
な
〈
な
い
ー
の
で
あ
る
o
長
崎
合
所
五
冊
恥

に
、
和
蘭
仁
劃
す
る
渡
制
高
棺
械
の
沿
革
を
述
べ
、
何
時
か
ら
の
」
吉
、
も
分
か
ら
叫
が
、
「
有
波
銅
之
儀
も
百

斤
に
付
一
斤
宛
掛
入

H
相
波
、
買
波
度
段
之
儀
も
百
斤
に
付
六
十
目
二
分
五
山
之
積
を
以
買
波
被
仰
付
候
仁
付
、

曾
所
民
入
諸
山
平
均
直
段
百
斤
に
付
百
七
十
三
匁
二
分
税
ご
差
引
百
十
二
匁
九
分
五
卯
税
山
鋭
償
に
相
成
巾
候
」

ご
言
っ
て
あ
る
c

品
目
所
員
入
庇
段
が
百
七
十
三
匁
二
分
ど
な
っ
た
り
は
文
政
十
年
(
西
暦
一
八
二
七
年
)
で
、
寛
政

に
は
大
阪
貿
入
制
諸
山
中
均
直
段
百
万
百
五
十
匁
で
あ
っ
九
の
で
あ
る
が

三
年
(
西
暦
一
七
九
一
年
)

大
阪
買

入
直
段
百
七
十
三
匁
二
分

ω時
に
、
和
闘
に
六
十
目
二
分
五
一
肌
に
波
[
た
銅
を
、
大
阪
貿
入
庇
段
庁
五
十
日

ω時

に
六
十
円
二
分
五
艇
で
波
苫
な
か
っ
た
正
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
正
徳
二
年
(
西
暦
一
七
一
二
年
)
大
阪
ゆ
銅
吹
尿

か
ら
江
戸
幕
府
仁
上
っ
た
訴
以
に
擦
る
ご
大
阪
の
梓
釧
庇
段
は
百
四

1
H
で、

長
崎
の
貢
庖
段
は
大
側
百
五
匁
で

あ
っ
た
ど
一
苫
ふ
司
』
己
で
あ
る
が
、

共
山
り
時
に
も
和
醐
人
に
は
六
十
円
二
分
五
一
加
で
渡
し
た
の
で
は
な
い
ふ
。

不日
関

に
百
斤
六
十
目
二
分
瓦
一
周
で
渡
す
ご
云
ム
ョ
」
ご
は
伶
程
古
〈
か
ら
定
め
ら
れ
た
規
則
で
は
な
か
っ
た
か
。

然
る
に

前

能

長
時
制
片
品
に
於
け
る
銅

A
V
韻
の
宝
那
輸
出
に
砧
い
て

部
二
十
町
を

丸
E 

書，

杭

九
五

長崎官四n1.:Im鞠轡三、阿刷陀船阿賀方之大工l、買肱銅

長崎骨所'liJJ.上物春二、出船jilj民荷物元榔隼大詰識者f.J二目、釧

]7) 

18) 
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市

}込姻

:，'1長

タL
，、

長
崎
貨
易
に
於
げ
る
銅
及
世
銀
白
支
那
愉
山
に
就
い
て

第
二
十
六
番

ブL
"~ ，、

~ 

脱

不
思
議
に
も
ミ
ュ

y

ス
ア
ル
ペ
ル
ヒ
は
長
崎
曾
所
は
幕
府
か
ら
定
め
ら
れ
た
古
い
規
則
で
和
凶
人
に
一
斤
百
二
十

五
匁
で
銅
を
~
阿
波
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ど
一
五
ふ
こ
ご
を
越
川
、

τ居
る
の
で
あ
る
。

-
H
司
N
E
骨問]『
3
2
P
E
o
z
d〈F
E
o
E
d

】

U
H
2
7
5
m司
E
E四
月
日
間
ZHV
「
日
目
。
唱
凶
叶
山
内
『
(
》
珂
同
十
回
γ
官
3
5
H
四百伊
Nロ印、回へ〉

判
同
十
回
)
品
号
E
司
口
同
官
官
z
m
門町四
L
S
]
V耳目印

4
p
r
w
H
J
，。
E
U
F訪
再
百
四
己
山
口
問
。
}
邸
時
02h
ロ
耳
目
=
E
C
P
唱耳切

d
z
み
0

4
戸内向

〈。ロハ
-o片
岡

a
F
E
同〈
O
h
m
2
n
E
E
C
m
ロニロ
L
d
u
a
E向

F
M
H日
目
凶
(
珂
い
十
同
悼
)
宮
司
同
V
V
E
-
-
5♀

2

2
丘
0
4
0
ロ
回
見
型
炉
白
山
田

弘
司
回
O
F
F
-
君"自
F
E
n
Z
に
ロ
百
円
告
白
河
4HM]川
吋

d
z
m
E
D
N長
r
p
z
p
p

弘
山
-
百
円
品
。
口
問
山
田
口
内
FF42M
命日ロ

ω
ロZ
』凶作

07巾
戸
島
内
司
可
ω
己目ロ込

σ-5σφ 
ロ
F
O
m
o
F
m
(牛戸内の巳
ι
r
ω
E
E司
靖
国
叩
)
主
青
島
戸
円
}Hh己
向
。
の
日
史
問

40
弓甘『
r
n
F
E
一
且
担
問
ロ
官
EO
円
NEHN-
明
寸
自
『
(
判
い
+
同
宿
)
E

]而昨日

5
0
『ト巴門担
n
F
E
R
E
品目
m
D
m
m苛口同日目ロロロ
m
t
E
骨
ロ
ロ
ロ
間
m
E
Y
円向。ロ
J

〈辺呂田一

F
2
2
E
目
Z
N
J
〈E
q
r
耳目己
ou
自主
ι月

J40Emσ
戸口町一丘一向。『戸口
ω
=
ロι
ι
E吋
nF
一2
0
ロ
骨
目
。
2
2
F
r
p門戸。ロ
E
H
rロι
z
m
『2
2
ロE
F目印ロ回目円【一
2

〈
2-ZM円
σ
0
4
E
円戸司「司

印

AHFdMWAド出。
ω

何
故
に
幕
府
は
和
蘭
人
に
百
斤
六
十
日
二
分
五
周
吉
一
式
ム
下
直
で
日
民
放
す
綾
な
規
則
を
定
め
た
か
は
別
問
題
で

ゐ
る
が
、
和
胸
人
は
そ
れ
に
も
拘
は
ら
や
、
百
斤
百
二
十
五
匁
で
頁
波
5
る
べ
き
古
い
規
則
が
あ
っ
た
織
に
考
へ

て
居
た
己
一
耳
ふ
こ
ご
は
不
思
議
ご
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
台
所
が
寅
際
百
二
十
五
匁
に
な
ら
な
い
庇
段
で
資
波

L
K
例
が
あ
る
に
し

τも、
そ
れ
己
六
十
日
二
分
五
犀
ご
の
開
き
は
依
り
に
大
ラ
い
。
長
崎
品
問
所
五
聞
物
に
煉
る

ご
、
六
十
日
二
分
五
屈
さ
大
阪
民
入
反
段
芭
の
差
額
は
曾
所
の
貿
易
利
盆
金
(
出
銀
)
の
内
か
ら
償
っ
て
帳
簿
而
を

合
せ
て
居
る
の
で
ゐ
る
。
然
る
に
賞
際
は
百
二
十
五
匁
、
百
二
十
五
匁
で
斑
ら
な
い
ま
で
も
百
十
八
九
匁
で
貿
つ

O'>Car lHlin5terberg， ibid， 55. 280. 281. 19) 
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て
居
る
の
で
ゐ
る
。

こ
れ
で
は
曾
所
は
利
盆
の
二
重
取
を
し
た
・
』

E
仁
な
る
。

然
る
に
曾
所
は
支
那
に
訴
し
て
は
百
斤
百
十
五
匁
替
に
て
寅
放
し
て
居
る
o

長
崎
骨
H

恥
五
叩
物
に
「
唐
世
罪
一

銅
之
儀
中
略
百
斤
に
何
百
十
五
匁
替
に

τ買
波
被
仰
付
候
に
付
、
大
阪
御
買
入
銅
諸
山
卒
均
百
段
百
斤
に
付
百
五

ご
言
っ
て
あ
る
。
こ
れ
は
施
政
三
年
の
時

ω記
事
で
あ
る
。

十
目
ご
差
引
三
十
五
匁
宛
償
鍛
相
立
来
候
蕗
云
々
」

幕
府
が
和
蘭
に
封
し
て
宵
斤
六
十
回
二
分
五
屈
で
寅
波
仁
、
支
那
に
岨
到
し
て
百
斤
百
十
五
匁
で
寅
波
す
規
則
を
定

ミ
品

ν
1
-プ
b
F

ペ
む
F

ヒ
に
、

め
に
ご
云
ふ
こ
ご
は
別
問
題
古
し
て
も
、
不
思
議
な
、
、
ご
は
、

マ
イ
ヨ

l
v
に
嬢
つ

て
銅

ω外
闘
に
劃
す
る
貨
直
段
は
専
責
離
の
匁
め
に
常
に
同
一
夜
段
を
維
持
し
た
が
、
供
給
は
増
加
一
方
の
需
要

に
件
は
必
然
め
、
市
街
は
二
倍
に
も
な
ち
、

か
く
て
支
那
人
は
西
暦
一
七
四
五
年
(
延
享
二
年
)
に
は
和
協
人
よ
ち

高
慣
に
買
入
れ
、
同
一
七
六
八
年
(
明
和
五
年
)
に
は
百
斤
に
付
二
百
四
十
日
で
買
っ
た
ご
言
っ
て
居
る
こ
ご
で
ゐ

品
。
寛
政
の
時
で
も
百
十
五
匁
で
責
渡
し
て
同
町
る
の
に
、
そ
れ
よ
り
数
十
年
も
前
の
延
享
、
明
和
の
時
に
其
の
倍

碇
以
上
で
二
百
四
十
目
で
貰
渡
し
た
ご
一
再
ふ
こ
芭
は
、

こ
れ
は
ど
う
一
再
ふ
こ

E
で
あ
ら
う
か
。
或
は
品
目
所
で
和
闘

の
般
員
に
許
し
て
居
た
所
調
脇
商
斑
に
於
て
銅
の
碇
段
を
、
支
那
人
に
も
其
の
夜
段
で
買
っ
て
居
る
ご
稀
し
て
、

二
百
四
十
日
ご
し
て
寅
渡
し
た
の
で
は
な
い
か
。

グ

ム

プ

ア

エ

U
F

の
附
に
は
銅
は
末
に
曾
所
で
由
民
る
こ
ご
に
は
な
っ
て
居
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。

ケ

ム

プ

ア

ェ

は
鋼
は
勝
目
早
よ
'
り
之
を
精
練
し
且
つ
外
岡
人
に
資
渡
す
・
」
ご
を
特
許
苫
れ
た
る
組
合
商
人
仲
間
を
経
て
和
蘭
人
に

論

5昌

長
崎
氏
易
に
於
け
る
制
及
刊
日
銀
の
支
那
輸
出
に
就
い
て

都
ニ
十
六
巻

九
七

第

挽

九
七

ノレ!l!l)

長崎骨周五JIll'lZ<告」、 J，~'~Jn向背柑拘ヨ己f均等大;tX譜古H二、制
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1前

i主

長
崎
氏
品
に
於
け
る
淵
R
A
H
V

相
酬
の
支
那
輸
出
に
就
い
て

第
二
十
六
位
甘

九
月.

岩戸

fJ/. 

九
J、

寅
扱
さ
れ
、
組
合
商
人
仲
間
以
之
に
謝
し
て
外
国
事
務
の
監
察
官
党
る
京
料
所
司
代

(
H
E唱
の
岡
山
巳

nzo
こE
E
C
O
)

を
献
上
物
ご
し
て
梯
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
噂
』
ご
を
遁
ぺ
て
居
る
。

に
毎
年
銀
四
百
枚
(
も
D
D

岳己
O
Z
)

ュ

y
I
F
F
4
y
h
は
ク
ム
プ
フ
A

P

に
操
っ
た
ご
言
つ

τ、
此
の
曾
枇
は
棋
に
ゐ
っ
た
慌
に
言
っ
て
居
る
。
ゲ

ム
プ

7
z
p
u
叉
和
嗣
通
詞
等
を
約
し
て
銅
商
人
等
言
の
取
引
を
和
蘭
人
に
取
っ
て
有
利
な
様
仁
奔
走
せ
し
む
る

崎
川
め
謝
銀
ご
し
て
一
年
銀
六
百
目
か
ら
ム
ハ
賞
目
以
上
を
奥
へ
た
る
仁
、
此
等
の
通
詞
等
は
上
手
に
立
廻
っ
て
銅
商

人
仲
間
よ
・
り
も
謝
銀

t
L
τ
こ
れ
に
劣
ら
泊
録
商
を
受
り
た
-
』
己
を
述
べ
て
居
る
。

寛
政
二
年
強
州
銅
山
師
泉
屋
吉
次
郎
由
緒
書
に
、
「
元
線
十
四
半
巳
年
白

則
従
銅

銀
座
錦
加
役
銅
座
被
仰
付
、

座
呉
国
人
b
夜
貨
に
相
成
仮
に
付
.
古
来
よ
ら
な
共
よ
り
異
国
人
口
底
資
相
止
之
、
銅
座
へ
銅
質
上
申
候
」

吉

見

え
て
居
る
。
ケ
ム
プ
フ
z

y
の
時
は
却
も
銅
吹
民
仲
間
か
ら
直
接
に
銅
を
外
回
四
人
に
真
波
し
た
も
の
ご
考
へ
ら
れ

.‘，. 

る
舟
守

そ
れ
が
損
ま
で

L
て
和
蘭
人
に
百
斤
六
十
目
二
分
五
屋
、
支
那
人
に
百
斤
百
十
五
匁
で
買
う
た
ど
は
考
へ

ら
れ
的
制
。
バ
タ
グ
キ
ア
政
府
が
銅
吹
屋
に
相
嘗
に
儲
け
さ
せ
、
其
の
機
嫌
を
よ
く
し
て
置
〈
鋳
め
、
百
ニ
十
目
乃

至
釘
二
十
五
匁
よ

b
下
直
で
買
っ
て
は
な
ら
ね
正
命
じ
た
の
も
此
の
時
頃
で
な
い
か
。
然
し
元
職
十
四
年
(
西
暦

一
七

O
一
年
)
銅
吹
屋
仲
間
が
異
闘
人
直
頁
を
止
め
て
か
ら
、
幕
府
は
急
に
和
蘭
人
に
百
斤
六
十
目
二
分
五
属
、

支
那
人
に
百
斤
百
十
五
匁
で
貰
波
す
べ
き
規
則
を
後
布
す
る
に
至
っ
た
古
云
ふ
こ
ご
も
考
へ
ら
れ
ぬ
。
(
未
完
)
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